
平成 27 年（2015 年）1 月 26 日  
建 設 委 員 会 資 料  
都 市 基 盤 部 都 市 計 画 担 当  

 

平成２６年度(2014 年度) 第６回 中野区都市計画審議会 
 
 

日 時  平成２７年（2015年） １月 １９日（月） 午後２時から 
 
 

会 場  中野区役所 ４階 第１委員会室 
 

次  第 
 
１ 諮問事項 
 
 《中野駅地区に係る都市計画案件》 
（１） 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２２３号線の変更について（中野区決定） 
（２） 東京都市計画道路中野区画街路第５号線の決定及び 

中野駅付近広場第１号の廃止について（中野区決定） 
（３） 東京都市計画道路特殊街路中野歩行者専用道第２号線の決定について（中野区決定） 
（４） 東京都市計画交通広場中野駅西口広場の決定について（中野区決定） 
《中野三丁目地区に係る都市計画案件》 
（５） 東京都市計画土地区画整理事業 

中野三丁目土地区画整理事業の決定について（中野区決定） 
《中野駅南口地区に係る都市計画案件》 
（６） 東京都市計画地区計画中野駅南口地区地区計画の決定について（中野区決定） 
（７） 東京都市計画用途地域の変更について（東京都決定） 
（８） 東京都市計画高度利用地区中野二丁目地区の変更について（中野区決定） 
（９） 東京都市計画第一種市街地再開発事業 

中野二丁目地区第一種市街地再開発事業の決定について（中野区決定） 
（１０）東京都市計画土地区画整理事業 

中野二丁目土地区画整理事業の決定について（中野区決定） 
（１１）東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（中野区決定） 
（１２）東京都市計画高度地区の変更について（中野区決定） 

   
２ その他 
 
                                 以 上 
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平成２７年（２０１５年）１月１９日 

都 市 計 画 審 議 会 資 料 １ 

都市政策推進室中野駅周辺地区整備担当 

 

 

中野駅地区に係る都市計画案について 

 

 

１ 都市計画案の名称 

（１）東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２２３号線の変更について（中野区決定） 

（２）東京都市計画道路中野区画街路第５号線の決定及び中野駅付近広場第１号の廃止について

（中野区決定） 

（３）東京都市計画道路特殊街路中野歩行者専用道第２号線の決定について（中野区決定） 

（４）東京都市計画交通広場中野駅西口広場の決定について（中野区決定） 

 

２ 理由 

  理由書（別紙１-１）のとおり 

 

３ 都市計画の概要 

（１）東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２２３号線《変更》 

名  称 変 更 事 項 

補助線街路第２２３号線 
１ 交通広場の変更 面積約 15,600 ㎡ → 約 17,600 ㎡（嵩上げ部約 2,000 ㎡

を含む） 

 

（２）東京都市計画道路中野区画街路第５号線《追加》 

東京都市計画道路中野駅付近広場第１号《廃止》 

名  称 変 更 事 項 

中野区画街路第５号線 １ 新規追加 

中野駅付近広場第１号 １ 廃止 

 

（３）東京都市計画道路特殊街路中野歩行者専用道第２号線《追加》 

名  称 変 更 事 項 

中野歩行者専用道第２号線 １ 新規追加 

 

（４）東京都市計画交通広場中野駅西口広場《追加》 

名  称 変 更 事 項 

中野駅西口広場 １ 新規追加 
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４ 都市計画の案 

別添資料１のとおり 

（１）東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２２３号線 

総括図（１頁）、計画書（２頁）、計画図（７頁） 

（２）東京都市計画道路中野区画街路第５号線 

総括図（１頁）、計画書（３頁）、計画図（７頁） 

東京都市計画道路中野駅付近広場第１号 

総括図（１頁）、計画書（３頁）、計画図（６頁） 

（３）東京都市計画道路特殊街路中野歩行者専用道第 2号線 

総括図（１頁）、計画書（４頁）、計画図（７、８頁） 

（４）東京都市計画交通広場中野駅西口広場 

    総括図（１頁）、計画書（５頁）、計画図（７頁） 

 

５ 当該都市計画の経緯及び今後のスケジュール 

平成２６年 ８月２９日 都市計画原案に係る説明会 

     １０月２４日 都市計画原案の決定 

     １１月２１日 都知事協議回答（意見なし） 

     １１月２８日、３０日 都市計画案に係る説明会 

     １２月 １日～１５日 都市計画案の公告・縦覧及び意見収集 

          図書の縦覧者 ４名 

         意見書の提出 ４名 

平成２７年 １月１９日 中野区都市計画審議会 

      ３月 上旬 都市計画決定（告示）予定 

 

６ 都市計画の案に対する意見書の要旨及び区の見解 

  別紙２のとおり 
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平成２７年（２０１５年）１月１９日 

都 市 計 画 審 議 会 資 料 ２ 

都市政策推進室中野駅周辺地区整備担当 

 

  

中野三丁目地区に係る都市計画案について 

 

 

１ 都市計画案の名称 

（５）東京都市計画土地区画整理事業中野三丁目土地区画整理事業の決定について（中野区決定） 

 

２ 理由 

  理由書（別紙１-２）のとおり 

 

３ 都市計画案の概要 

（５）都市計画中野三丁目土地区画整理事業《決定》 

  〇名称  中野三丁目土地区画整理事業 

  〇面積  約 1.0ha 

 

４ 都市計画案の内容 

別添資料２のとおり 

（５）都市計画中野三丁目土地区画整理事業 

総括図（９頁）、計画書（１０頁）、位置図（１１頁）、計画図（１２頁） 

 

５ 当該都市計画の経緯及び今後のスケジュール 

平成２６年 ８月２９日 都市計画原案に係る説明会 

     １０月２４日 都市計画原案の決定 

     １１月１４日 都知事協議回答（意見なし） 

     １１月２８日、３０日 都市計画案に係る説明会 

     １２月 １日～１５日 都市計画案の公告・縦覧及び意見収集 

          図書の縦覧者 ４名 

         意見書の提出 ４名 

平成２７年 １月１９日 中野区都市計画審議会 

      ３月 上旬 都市計画決定（告示）予定 

 

６ 都市計画の案に対する意見書の要旨及び区の見解 

  別紙２のとおり 
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平成２７年（２０１５年）１月１９日 

都 市 計 画 審 議 会 資 料 ３ 

都市政策推進室中野駅周辺地区整備担当 

 

 

中野駅南口地区に係る都市計画案について 

 

 

１ 都市計画案の名称 

（６）東京都市計画地区計画中野駅南口地区地区計画の決定について（中野区決定） 

（７）東京都市計画用途地域の変更について（東京都決定） 

（８）東京都市計画高度利用地区中野二丁目地区の変更について（中野区決定） 

（９）東京都市計画第一種市街地再開発事業中野二丁目地区第一種市街地再開発事業の決定に 

ついて（中野区決定） 

（１０）東京都市計画土地区画整理事業中野二丁目土地区画整理事業の決定について（中野区決

定） 

（１１）東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（中野区決定） 

（１２）東京都市計画高度地区の変更について（中野区決定） 

 

２ 理由 

  理由書（別紙１-３～９）のとおり 

 

３ 都市計画の概要 

（６）都市計画中野駅南口地区地区計画《決定》 

  〇名称  中野駅南口地区地区計画 

  〇面積  約 5.2ha 

 

（７）都市計画用途地域《変更》 

番

号
変更箇所 変更前 変更後 面積 備考 

1 
中野区中野

二丁目地内 

近隣商業地域 
建ぺい率   80％ 
容 積 率  300％ 

商業地域 
建ぺい率   80％ 
容 積 率  500％ 

 
約 0.2ha 

用途及び容積率

の変更 

2 
中野区中野

二丁目地内 

第一種中高層住居専用地域

建ぺい率   60％ 
容 積 率  200％ 
敷地面積の 
最低限度   60 ㎡ 

商業地域 
建ぺい率   80％ 
容 積 率  500％ 
敷地面積の 
最低限度   --㎡ 

 
 
約 1.4ha 

用途、建ぺい率、

容積率及び敷地

面積の最低限度

の変更 

3 
中野区中野

二丁目地内 

第一種中高層住居専用地域

建ぺい率   60％ 
容 積 率  200％ 
敷地面積の 
最低限度   60 ㎡ 

商業地域 
建ぺい率   80％ 
容 積 率  600％ 
敷地面積の 
最低限度   --㎡ 

 
 
約 0.1ha 

用途、建ぺい率、

容積率及び敷地

面積の最低限度

の変更 

4 
中野区中野

二丁目地内 

近隣商業地域 
建ぺい率   80％ 
容 積 率  400％ 

商業地域 
建ぺい率   80％ 
容 積 率  600％ 

 
約 0.0ha 

(約 420 ㎡) 

用途及び容積率

の変更 
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（８）都市計画高度利用地区（中野二丁目地区）《変更》 

番号 変更箇所 変更前 変更後 面積 

1 中野区中野二丁目地内 指定なし 
高度利用地区 

(中野二丁目地区) 
約 1.0ha 

 

（９）都市計画中野二丁目地区第一種市街地再開発事業《決定》 

  〇名称  中野二丁目地区第一種市街地再開発事業 

  〇面積  約 1.0ha 

 

（１０）都市計画中野二丁目土地区画整理事業《決定》 

  〇名称  中野二丁目土地区画整理事業 

  〇面積  約 2.4ha 

 

（１１）都市計画防火地域及び準防火地域《変更》 

番号 変更箇所 変更前 変更後 面積 

1 中野区中野二丁目地内 準防火地域 防火地域 約 1.5ha 

 

（１２）都市計画高度地区《変更》 

番号 変更箇所 変更前 変更後 面積 

1 中野区中野二丁目地内 第２種高度地区 指定なし 約 1.5ha 

2 
中野区中野二丁目、中野五丁目及び

中央四丁目各地内 
第３種高度地区 指定なし 約 0.5ha 

 

４ 都市計画の案 

別添資料３、４のとおり 

（６）都市計画中野駅南口地区地区計画 

総括図（１４頁）、計画書（１５頁）、位置図（１８頁）、計画図（１９頁） 

（７）都市計画用途地域 

総括図（５９頁）、計画書（６０頁）、位置図（６３頁）、計画図（６４頁） 

（８）都市計画高度利用地区（中野二丁目地区） 

総括図（３１頁）、計画書（３２頁）、位置図（３５頁）、計画図（３６頁） 

（９）都市計画中野二丁目地区第一種市街地再開発事業 

総括図（３８頁）、計画書（３９頁）、位置図（４０頁）、計画図（４１頁） 

（１０）都市計画中野二丁目土地区画整理事業 

総括図（４４頁）、計画書（４５頁）、位置図（４６頁）、計画図（４７頁） 

（１１）都市計画防火地域及び準防火地域 

総括図（４９頁）、計画書（５０頁）、位置図（５１頁）、計画図（５２頁） 

（１２）都市計画高度地区（中野区決定） 

総括図（５３頁）、計画書（５４頁）、位置図（５７頁）、計画図（５８頁） 

 

 



7 
 

 

５ 当該都市計画の経緯及び今後のスケジュール 

平成２６年 ８月２９日 都市計画原案に係る説明会 

     １０月２４日 都市計画原案の決定（中野区決定） 

     １１月１４日 都知事協議回答（意見なし） 

     １１月２８日、３０日 都市計画案に係る説明会 

     １２月 １日～１５日 都市計画案の公告・縦覧及び意見収集 

          図書の縦覧者 ４名 

         意見書の提出 ４名 

平成２７年 １月 ５日～１９日 都市計画案の公告・縦覧及び意見収集（用途地域） 

１月１９日 中野区都市計画審議会 

      ２月 ６日 東京都都市計画審議会予定（用途地域） 

      ３月 上旬 都市計画決定（告示）予定 

 

 

６ 都市計画の案に対する意見書の要旨及び区の見解 

  別紙２のとおり 

 



 

別紙 1-1 
 

 

都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

東京都市計画道路  特殊街路  中野歩行者専用道路第 2 号線  

東京都市計画道路  幹線街路  補助線街路第 223 号線  

東京都市計画交通広場   中野駅西口広場  

東京都市計画道路  区画街路  中野区画街路第５号線  

 

２ 理由  

中野駅周辺地区については、「中野区都市計画マスタープラン」及び

「中野駅周辺まちづくりグランドデザイン Ver３」における将来都市

像に基づき「魅力ある中野の玄関口としてまちをつなぐ」ことを目指

し、「中野駅地区整備基本計画」おいて交通機能の集約化・分担の明確

化、歩行者ネットワークの強化等の整備基本方針が位置付けられてい

る。  

この整備の基本方針では、中野駅周辺においては交通結節点として

自動車・歩行者を平面的・立体的に分離し、各動線の錯綜を緩和する

とともに交通手段別にネットワーク化し、ユニバーサルデザインによ

る結節点機能の強化を図ることを定めている。  

このような上位計画を踏まえ、本件は、中野駅南北地区相互の回遊

性を高めユニバーサルデザインに配慮した安全で快適な歩行者空間の

確保を図るため、中野歩行者専用道路第２号線、補助 223 号線の交通

広場嵩上げ部及び中野駅西口広場を決定するものである。  

また、中野駅南口の交通広場における交通結節機能の強化とユニバ

ーサルデザインに配慮した歩行者空間を確保するため、中野駅付近広

場第 1 号を廃止し、交通広場としての中野区画街路第 5 号線を決定す

るものである。  

 

 

 

 

 

別紙１  



 

別紙 1-2 
 

都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

東京都市計画 中野三丁目土地区画整理事業  

 

 

２ 理由  

本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成するとともに、駅周辺道路、ペ

デストリアンデッキの整備などをすすめ、駅周辺の回遊性を高めるこ

ととしている。  

また、本地区は「中野駅周辺まちづくりグランドデザイン Ver３」

の整備方針において、西側南北通路における南側の新たな玄関口とし

て、歩行者の利便性を高め、回遊動線を円滑にする駅前広場を整備す

るとともに、桃丘小跡地を面的なまちづくり事業用地として活用し、

駅直近から線路沿い桃丘小跡地にかけて、街区の再編や道路の整備を

行い、防災性や利便性を高め、後背の住宅地を含む地区全体の生活環

境の向上を図ることとしている。  

上記方針を受け、本地区においては、広域中心拠点としてふさわし

い魅力ある都市機能の創出と良好なまちなみの形成を図ることとし、

地区計画の導入を前提に土地利用を見直すとともに、駅前広場の整備

及び駅直近地区の基盤整備を行うため、土地区画整理事業の検討を進

め、関係地権者等との合意形成を図ってきたところである。  

このような背景を踏まえ、土地利用上の観点から検討した結果、面

積約１．０ヘクタールの区域について土地区画整理事業を決定するも

のである。  

 

 

 

 

 

 



 

別紙 1-3 
 

都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画地区計画 中野駅南口地区地区計画  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、駅直近には更新時期を迎えた東京都住宅供給公社の住宅団地

があるため、駅前立地をいかした土地利用が十分に図られていない状

況にある。また、駅前広場の歩行者空間の不足やバス・タクシーなど

の交通の輻輳
ふ く そ う

解消、高低差のある地形に対応したユニバーサルデザイ

ンに配慮した交通動線の改善など、公共施設整備が必要な地区である。

このため、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により、

商業・業務、都市型住宅などの多様な都市機能の集積や中野駅南口駅

前広場の拡張整備、東西南北の交通動線の整備を進めることが検討さ

れている。  

このような背景を踏まえ、中野区において土地の合理的かつ健全な

高度利用と都市機能の更新を誘導し、広域中心拠点にふさわしい魅力

ある都市空間を形成するため、面積約５．２ヘクタールの区域につい

て中野駅南口地区地区計画を決定するものである。 
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都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画用途地域（中野区分・中野駅南口地区地区計画関連）  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、駅直近には更新時期を迎えた東京都住宅供給公社の住宅団地

があるため、駅前立地をいかした土地利用が十分に図られていない状

況にある。また、駅前広場の歩行者空間の不足やバス・タクシーなど

の交通の輻輳
ふ く そ う

解消、高低差のある地形に対応したユニバーサルデザイ

ンに配慮した交通動線の改善など、公共施設整備が必要な地区である。

このため、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により、

商業・業務、都市型住宅などの多様な都市機能の集積や中野駅南口駅

前広場の拡張整備、東西南北の交通動線の整備を進めることが検討さ

れている。  

こうしたことから、中野区において土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を誘導し、広域中心拠点にふさわしい魅力ある都

市空間を形成するため、面積約５．２ヘクタールの区域について中野

駅南口地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、土地利用上の観点から検討した結果、面

積約１．７ヘクタールの区域について用途地域の変更を行うものであ

る。  
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都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画高度利用地区 中野二丁目地区  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、駅直近には更新時期を迎えた東京都住宅供給公社の住宅団地

があるため、駅前立地をいかした土地利用が十分に図られていない状

況にある。また、駅前広場の歩行者空間の不足やバス・タクシーなど

の交通の輻輳
ふ く そ う

解消、高低差のある地形に対応したユニバーサルデザイ

ンに配慮した交通動線の改善など、公共施設整備が必要な地区である。

このため、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により、

商業・業務、都市型住宅などの多様な都市機能の集積や中野駅南口駅

前広場の拡張整備、東西南北の交通動線の整備を進めることが検討さ

れている。  

こうしたことから、中野区において広域中心拠点にふさわしい魅力

ある都市空間を形成するため、面積約１．０ヘクタールの区域につい

て中野二丁目地区第一種市街地再開発事業を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

機能の更新を図るため、面積約１．０ヘクタールの区域について高度

利用地区の変更を行うものである。 
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都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画第一種市街地再開発事業  

  中野二丁目地区第一種市街地再開発事業  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、駅直近には更新時期を迎えた東京都住宅供給公社の住宅団地

があるため、駅前立地をいかした土地利用が十分に図られていない状

況にある。また、駅前広場の歩行者空間の不足やバス・タクシーなど

の交通の輻輳
ふ く そ う

解消、高低差のある地形に対応したユニバーサルデザイ

ンに配慮した交通動線の改善など、公共施設整備が必要な地区である。

このため、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により、

商業・業務、都市型住宅などの多様な都市機能の集積や中野駅南口駅

前広場の拡張整備、東西南北の交通動線の整備を進めることが検討さ

れている。  

こうしたことから、中野区において土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を誘導し、広域中心拠点にふさわしい魅力ある都

市空間を形成するため、面積約５．２ヘクタールの区域について中野

駅南口地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、土地利用上の観点から検討した結果、面

積約１．０ヘクタールの区域について第一種市街地再開発事業を決定

するものである。 
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都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画土地区画整理事業 中野二丁目土地区画整理事業  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、駅直近には更新時期を迎えた東京都住宅供給公社の住宅団地

があるため、駅前立地をいかした土地利用が十分に図られていない状

況にある。また、駅前広場の歩行者空間の不足やバス・タクシーなど

の交通の輻輳
ふ く そ う

解消、高低差のある地形に対応したユニバーサルデザイ

ンに配慮した交通動線の改善など、公共施設整備が必要な地区である。

このため、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により、

商業・業務、都市型住宅などの多様な都市機能の集積や中野駅南口駅

前広場の拡張整備、東西南北の交通動線の整備を進めることが検討さ

れている。  

こうしたことから、中野区において土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を誘導し、広域中心拠点にふさわしい魅力ある都

市空間を形成するため、面積約５．２ヘクタールの区域について中野

駅南口地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、土地利用上の観点から検討した結果、面

積約２．４ヘクタールの区域について土地区画整理事業を決定するも

のである。 
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都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画防火地域及び準防火地域  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、駅直近には更新時期を迎えた東京都住宅供給公社の住宅団地

があるため、駅前立地をいかした土地利用が十分に図られていない状

況にある。また、駅前広場の歩行者空間の不足やバス・タクシーなど

の交通の輻輳
ふ く そ う

解消、高低差のある地形に対応したユニバーサルデザイ

ンに配慮した交通動線の改善など、公共施設整備が必要な地区である。

このため、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により、

商業・業務、都市型住宅などの多様な都市機能の集積や中野駅南口駅

前広場の拡張整備、東西南北の交通動線の整備を進めることが検討さ

れている。  

こうしたことから、中野区において土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を誘導し、広域中心拠点にふさわしい魅力ある都

市空間を形成するため、面積約５．２ヘクタールの区域について中野

駅南口地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、都市防災上の観点から検討した結果、面

積約１．５ヘクタールの区域について防火地域及び準防火地域の変更

を行うものである。 
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都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画高度地区  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、駅直近には更新時期を迎えた東京都住宅供給公社の住宅団地

があるため、駅前立地をいかした土地利用が十分に図られていない状

況にある。また、駅前広場の歩行者空間の不足やバス・タクシーなど

の交通の輻輳
ふ く そ う

解消、高低差のある地形に対応したユニバーサルデザイ

ンに配慮した交通動線の改善など、公共施設整備が必要な地区である。

このため、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により、

商業・業務、都市型住宅などの多様な都市機能の集積や中野駅南口駅

前広場の拡張整備、東西南北の交通動線の整備を進めることが検討さ

れている。  

こうしたことから、中野区において土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を誘導し、広域中心拠点にふさわしい魅力ある都

市空間を形成するため、面積約５．２ヘクタールの区域について中野

駅南口地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、市街地環境と土地利用上の観点から検討

した結果、面積約２．０ヘクタールの区域について高度地区の変更を

行うものである。 

 



 
 
 

意見書の要旨及び区の見解 
 

≪ 中野駅周辺地区の都市計画案 ≫ 
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意見書の要旨 

 
 中野駅周辺地区の都市計画決定及び変更に係る都市計画の案を、平成２６年１２月１日から２週間公衆の縦覧に供したところ、都市計画法第１７条第２項

及び都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第２項の規定により、４通（個人４通）の意見書の提出があった。その意見の要旨は次のとお

りである。 
 なお、都市計画の種類及び名称は次のとおりである。 
１．中野駅地区に係る都市計画案 
 （１）東京都市計画道路特殊街路 中野歩行者専用道第２号線の決定 
 （２）東京都市計画道路幹線街路 補助線街路第２２３号線の変更 
 （３）東京都市計画交通広場 中野駅西口広場の決定 
 （４）東京都市計画道路 中野駅付近広場第１号の廃止及び中野区画街路第５号線の決定 
 
２．中野三丁目地区に係る都市計画案 
 （１）東京都市計画土地区画整理事業 中野三丁目土地区画整理事業の決定 
 
３．中野駅南口地区に係る都市計画案 
 （１）東京都市計画地区計画 中野駅南口地区地区計画の決定 
 （２）東京都市計画土地区画整理事業 中野二丁目土地区画整理事業の決定 
 （３）東京都市計画高度利用地区 中野二丁目地区の変更 
 （４）東京都市計画第一種市街地再開発事業 中野二丁目地区第一種市街地再開発事業の決定 
 （５）東京都市計画高度地区の変更 
 （６）東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更 
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名 称 意 見 書 の 要 旨 中 野 区 の 見 解 
１．中野駅地

区に係る都市

計画案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 賛成の意見に関するもの   なし 
Ⅱ 反対の意見に関するもの   なし 
Ⅲ その他の意見に関するもの 
  ２通（２名） 
 １．南口駅前広場（中野区画街路第５号線交通広場）をイベント

スペースとして活用できるようにして欲しい。 
 

 
 
２．「中野駅西口改札口」が開設され、改札口北側は少し広く開放

的な空間ができ、環七方面等への交通アクセスはできると思わ

れる。しかし、改札口南口は、歩行者しか駅広場が利用できな

いようである。線路に沿った道路を拡幅し、広場につなげ車溜

りを設け、環七方面へのアクセスをできるようにすべきである。 
  

 
３．中野駅東口改札口の開設は必要であり、区民の要望も高い。 
（１）東口改札口が開設された場合には、北側に大きな広場と

導線を計画すべきである。西口南側に広場を整備するのであれ

ば、東口北側にも同様の広場を計画し、バランスをとるべきで

ある。また、防災上の道路拡幅や新設は、喫緊のものと理解す

るが、それ以上に求められるのは線路脇道路の拡幅である。 
 

 
 
 
 
１．南口駅前広場は、鉄道及びバス・タクシー等を利用する利用者

に対しての交通結節機能を確保した空間であるため、イベントス

ペースとしては、再開発地区内の人工地盤上の広場２号の活用を

今後検討していく。 
 

２．中野駅西口広場は歩行者系の駅前広場として位置付けている。 
また、環七方面への交通アクセスは、中野四丁目側で都市計画道

路補助２２１号線が都市計画決定されており、環七方面への将来

の交通機能を担うこととなる。今後中野四丁目の囲町地区市街地

再開発事業や杉並区と連携を図り、計画道路の整備を推進してい

きたいと考えている。 
 
３． 

（１）東口改札口の開設は計画の予定はないが、中野二丁目と中

野五丁目をつなぐ南北動線は、中野駅周辺まちづくりグランドデ

ザイン Ver.3において可能性を検討することとしており、今後、

中野五丁目のまちづくりの中で線路脇道路を含め、検討を進めて

いく。 
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２．中野三丁

目地区に係る

都市計画案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）紅葉山通りから都心方向への交通アクセスは、千光前通

りを経て、東口改札口の南側にならざる得ない。車溜りや車返

しが可能となるよう、南口広場は、現計画よりも広くすべきで

ある。 
 
Ⅰ 賛成の意見に関するもの   なし 
Ⅱ 反対の意見に関するもの   なし 
Ⅲ その他の意見に関するもの 
  １通（１名） 
 ４．中野三丁目土地区画整理事業については、中野駅西口広場の

整備面積は約１，２００㎡である。この面積に比して区画整理

の規模が１ｈａであるのは適切ではないのではないか。それは

以下の理由による。 
 （１）歩行者が安心して歩けるまちを実現するために施行区域を

再検討すべきである。その際、ＪＲの駅ビルができるのであれ

ば、ＪＲは受益者として応分の負担をするべきと考えるので、

中野四丁目地内のＪＲ用地も施行区域に含めるべきである。 
 
 
 
（２）計画案の理由として、「防災性や利便性を高め、地区全体の

生活環境の向上を図る」としているが、他の地域と比較して耐

火建築物が比較的多く、防災面では施工区域が合致しない。 
 
 

（２）南口駅前広場は、中野通りを自動車動線とする交通広場で

あり、この視点での必要施設規模を検証し、都市計画案を定め

たものである。 
 
 
 
 
 
 
４．本土地区画整理事業は、中野駅西口広場の整備のほか、土地利

用や街区構成を考慮しつつ、区画道路を適正に配置するため、約

１．０ｈａの施行区域を定める計画となっている。 

 

（１）中野三丁目のまちづくりでは、今後、中野三丁目土地区画

整理事業を含む周辺の街区において、駅につながる主要な歩行者

動線として安全性や快適性を確保するため、地区計画による歩行

者空間を創出する誘導型まちづくりを進めていきたいと考えてい

る。また、ＪＲ用地は鉄道敷地であるため、土地区画整理事業の

施行区域に含めない。 

 

（２）当地区を含む周辺の道路は４ｍ未満の狭あい道路が多く、

また新たな駅前広場への歩行者動線としてのネットワークを確保

していく必要がある。防災性や利便性を高めていくために、駅前

広場や区画道路を整備していく範囲を施行区域とした。 
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３．中野駅南

口地区に係る

都市計画案 
 

 
 （３）道路幅員を確保する面からの施工区域であるとしても、将

来的に交通量の増加が想定され、かつ中野通り及び大久保通り

への接続が従来のままでは、歩行者や自転車への安全性は良く

はならない。また、道路幅員の拡大は中野三丁目地区の荷捌き

スペースとなり、路上駐車が増え、危険度が増す恐れがある。 
 
Ⅰ 賛成の意見に関するもの 
Ⅱ 反対の意見に関するもの 
  １通（１名） 

５．中野区産業振興センター（旧勤労福祉会館）、紅葉山公園、千

光前通りに緑を設け、その整備と一体化して南口広場を緑化し、

緑のネットワークを作るべきである。しかし、区民からの寄付

によりできた堀江老人センター（堀江敬老館）については、こ

れを廃し、公園を整備する計画には賛成できない。再開発区域

の中で、駅至近の場所にこそ緑や公園が必要であるべきである。 
  
  

 
６．住民への説明もなく消防団分団本部を中野区産業振興センタ

ー（旧勤労福祉会館）の庭園に移設、建設着手がなされた。分

団本部施設は、再開発区域内に現存しているので、区画整理の

換地、再開発の権利変換をして、同区域内で設置されるべき。 
 

 

（３）歩行者や自転車の安全性については、将来の土地利用を踏

まえ、交通管理者と交通計画に係る協議を進めていく。荷捌きス

ペースについては、中野駅周辺地区における駐車場整備計画や地

域ルール等を検討していく。 

 

 
 
 
 
５．土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により、公

園、道路、広場、歩行者通路、歩道状空地に植栽するなど緑化を

推進する。また、再開発地区においては、再開発で整備する人工

地盤上に約１１００㎡の広場２号を定める計画としており、人々

の憩いや交流の場、また災害時における緊急活動等の場として提

供できる広場を整備することとしている。 
堀江敬老館の機能の確保については、現在庁内で検討していると

ころである。 
 
６．消防団分団施設については、東京消防庁（中野消防署長）に対

し、中野区産業振興センター（旧勤労福祉会館）の敷地の一部を

当該施設の建設用地として使用許可をしており、東京消防庁が当

該敷地に建設することとなっている。 
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Ⅲ その他の意見に関するもの 
  ３通（３名） 

７．中野二丁目地区第一種市街地再開発事業において整備される

建築物については、高さ１５０ｍの住宅棟と高さ１２０ｍの業

務棟が計画されている。このような建物が建つとビル風や日影

などの影響が生じることから、高さは抑えるべきである。 
 
 
 
８．住宅棟と業務棟の間隔は、現計画より空けて２０ｍ程度とす

べきである。 
 ９．緑地及び空地の面積が少ないのではないか。目黒駅前の再開

発を参考にして、面積を増やすべきである。 
   
 
 
 
 
１０．中野二丁目地区第一種市街地再開発事業において整備される

道路のうち、東側の主要区画道路については、東側の敷地とか

なりの高低差がある。これでは、東側の敷地に車が出入りでき

ず、近隣住民は利便性を享受できない。車が出入りできる程度

の段差にすべきである。 
   
 

 
 
７．再開発事業により建築する施設建築物は、南北方向に長い敷地

形状と高低差のある地形において多様な機能が活かせるよう２階

レベルに人工地盤を設置し、低層部に商業施設、高層部は、北側

に業務棟、南側に住宅棟を配置した２棟形式としている。こうし

たことから、高さの限度を業務棟は１２０ｍ、住宅棟は１５０ｍ

とした。 
 
８．住宅棟と業務棟の間隔は、本計画では約１８．５ｍとしている。 
 
９．中野駅南口地区地区計画において、再開発地区においては再開

発で整備する人工地盤上に約１１００㎡の広場や幅員４ｍの歩

行者通路、歩道状空地など植栽を含む空地を地区施設として定

めている。また、主要区画道路東側に約６８０㎡の公園を配置

し、人工地盤と歩道橋（歩行者通路第５号）で結ぶ計画となっ

ている。 
 
１０．主要区画道路は、新設区間において地形が南側へ低くなり高

低差が生じるため、地形に応じて車道面を下げる必要がある。

また、主要区画道路の東側の敷地へ歩行者がアクセス出来るよ

う歩道を整備し、歩行者の回遊性を確保することとしている。

そのため、主要区画道路の車道面と東側の敷地との高低差が生

じるため、同敷地への車の出入りができない。 
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１１．今回の計画案については、計画地に隣接する土地・建物の所

有者に対して、説明会開催の連絡を個々に直接するべきである。 
   
 
 
 
 
１２．ファミリーロードへの回遊動線に広場を整備して欲しい。特

に南口駅前広場（中野区画街路第５号線交通広場）の東側に、

もう少し広場スペースを設けることはできないか。 
   

 
 
１３．開発地に隣接し、中野通り方向に商業施設があるのはよいと

しても、東側の図書館、ゼロホール、紅葉山公園、九中跡地に

至る区域も同時に開発し、回遊性や都市機能の向上も存立する

ことが必要である。また、千光前通りの狭さを考えれば、今回

の再開発、区画整理と一体化して拡幅されるべきである。中野

駅北口ばかりが開発され、ゼロホール、九中跡地、千光前通り

の整備が後になることは避けるべきである。ゼロホール近辺は、

千光前通りの道幅について、ゼロホール建設前から後退をして

建築を求められたと聞いている。過去の経緯も大切にして、開

発を行うべきである。 
 

１１．計画案の説明会については、各戸配布される区報（平成２６

年１１月５日号）や中野区のホームページにて開催の案内を行

っている。また、同年７月２４日・２６日の「中野駅周辺まち

づくり」に係る意見交換会、８月２９日の中野駅地区整備等に

係る都市計画原案説明会についても同様に区報及びホームペー

ジにて開催の案内を行っている。 
 
１２．中野駅南口地区地区計画では、中野区画街路第５号線交通広

場（南口駅前広場）の東側に地区施設として約５００㎡の広場

１号を定める計画となっている。また、再開発地区には、植栽

を含む幅員４ｍの歩行者通路を定めており、ファミリーロード

への回遊導線を確保している。 
 
１３．もみじ山地区及び千光前通り周辺は、中野駅周辺まちづくり

グランドデザイン Ver.3 では、「ＪＲ電車区を活用したまちづく

りを進める」としている。なお、千光前通りは、昭和４０年代

に道路拡幅し、現在の幅員８ｍ道路となっている。 
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１４．今回示された駅周辺の開発については、新たなまちがどのよ

うに想定されているか提案されていない。また、再開発によっ

て建築される業務棟・住宅棟が、どんな企業や住人を想定して

行われるのか分からない。他区との連携についても、具体的で

わかりやすい設計・計画が明らかでない。都市計画決定に向け

た手続きに関しても、再開発事業に向けた準備組合が設立され、

事業計画も策定されているはずなのに、近隣住民全てに対して、

開発に関する情報が開示されていない。そのため意見の言いよ

うがない。 

１４．都市計画の決定後、組合設立認可、工事着工などの各段階に

おいて、再開発（準備）組合より事業計画等について情報提供

していく。 
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